
JP 6532874 B2 2019.6.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラスラミネート構造体を冷間成形する方法であって、以下のステップ：
　２つの緩衝プレートと、該２つの緩衝プレートの間に介在するガラスラミネート構造体
とを有する多層構造体を組み立てるステップであって、該ガラスラミネート構造体が、２
つのガラスのシートと該２つのガラスのシートの間に介在するポリマー中間層とを含み、
該２つの緩衝プレートの一方または両方が、それらの上または中に形成されたパターンを
含む、ステップ；
　該組み立てられた構造体をオートクレーブ内に配するステップ；
　該組み立てられた構造体を、所定の期間、所定の圧力において、前記ポリマー中間層の
軟化点を約５℃から１０℃上回る温度に加熱することによって、前記オートクレーブ中に
おいて前記ガラスラミネート構造体を冷間成形するステップ；
　前記オートクレーブから該組み立てられた構造体を取り出すステップ；ならびに
　前記ガラスラミネート構造体を前記緩衝プレートの間から取り出すステップであって、
該緩衝プレートの一方または両方の中またはその上に形成された前記パターンが、前記ガ
ラスラミネート構造体中の厚さの変化の関数として、該ガラスラミネート構造体へと転写
されている、ステップ、
を含む方法。
【請求項２】
　前記緩衝プレートが湾曲しており、取り出された前記ガラスラミネート構造体が、該緩
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衝プレートの一方または両方によって形成された前記パターンと、該緩衝プレートの湾曲
との両方を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ガラスシートの一方または両方が、化学強化されたガラスであり、該第一および第
二のガラスシートの厚さが、約２．１ｍｍを超えない厚さ、約１．５ｍｍを超えない厚さ
、約１．０ｍｍを超えない厚さ、約０．７ｍｍを超えない厚さ、約０．５ｍｍを超えない
厚さ、約０．３ｍｍから約２．１ｍｍまでの範囲内の厚さ、約０．３ｍｍから約１．０ｍ
ｍまでの範囲内の厚さ、約０．３ｍｍから約０．７ｍｍまでの厚さ、および約０．５ｍｍ
から約０．７ｍｍまでの厚さからなる群より選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記冷間成形するステップがさらに、以下のステップ：
　前記組み立てられた構造体を、所定の真空レベルにおいて、真空バッグまたは真空リン
グ内に配するステップ、および
　該組み立てられた構造体を、３０ｐｓｉ（約２０７ｋＰａ）と２００ｐｓｉ（約１．３
７９ＭＰａ）の間の圧力で、３０分間から２００分間までの間のソーク時間において、前
記中間層の軟化点より約５℃から１０℃高い温度に晒すステップ、
を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記２つの緩衝プレートの前記パターンが異なっており、前記ガラスラミネート構造体
に転写されるパターンが、該２つの緩衝プレートの該パターンの組み合わせである、請求
項１から４のいずれか一項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【関連出願との相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１３年１２月６日に出願された米国特許出願第６１／９１２７９７号明
細書の優先権の恩典を主張するものであり、なお、当該特許出願の内容は、参照によりそ
の全体が本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスラミネート構造体は、建築ならびに輸送用途（自動車、鉄道車両、機関車、航空
機など）において、窓および窓ガラスとして使用することができる。ガラスラミネート構
造体は、手摺りおよび階段におけるガラスパネルとして、ならびに化粧パネルまたは壁、
柱、エレベーターのカゴ室、および台所用家電のための被覆材として、ならびに他の用途
において使用することもできる。本明細書において使用される場合、窓ガラスまたは積層
化ガラス構造体は、窓、パネル、壁、筐体、印、または他の構造体における透明、準透明
、半透明、または不透明部品であり得る。建築および／または車両用途において使用され
る一般的なタイプの窓ガラスは、透き通って着色されたガラスラミネート構造体を含み得
る。
【０００３】
　慣習上、ガラスのシートにパターンを形成するためには、当該シートを型または他の工
具に押し付けたまま、当該ガラスをその軟化点より高い温度に加熱する必要がある。冷却
の際、当該ガラスは、付与された形状またはエンボス加工された表面パターンを維持する
。この熱間成形プロセスは、ガラスのシートに形状変化を誘起する効果的な方法であり得
るが、その一方で、当該方法は、一般的に、典型的には６００℃を超える高温および大き
なエネルギー入力を必要とする。しかしながら、これらの高温は、当該ガラスの特性に影
響を及ぼし得、ならびにそのようなプロセスに必要とされる大きなエネルギー入力は、製
造コストに悪影響を及ぼし得る。
【０００４】
　その上、用いられるガラスが薄い場合には、薄いガラスが柔軟であることから、結果と
して得られるガラスラミネート構造体の光学的歪みを防ぐことが難しくあり得る。したが
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って、より低い製造コストを提供し、より高品質のガラスラミネート構造体を提供するた
めに、より低い温度においてパターンを形成することが産業的に必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本明細書において開示される実施形態は、概して、ガラス成形およびガラスラミネート
構造体に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示のいくつかの実施形態は、ガラスラミネート構造体にパターンを誘起する方法を
提供する。当該構造体は、薄い強化ガラスによる２つの層と、熱可塑性中間層材料による
少なくとも１つの層とを含み得る。当該パターンは、パターンのエリアとそれに隣接する
バックグラウンド領域との間でのラミネートの厚さにおける変化によって結果として得ら
れる誘起された光学的歪みとして、それ自体を顕在化させることができる。いくつかの実
施形態において、ラミネートの厚さにおけるこれらの変化により、数ジオプトリーの屈折
力を誘起することができる。追加の実施形態は、場合により光学的歪みを結果として得る
ことができる積層化の際に薄いガラスが変形しやすいという傾向を利用することができる
。制御された方法において歪みの量を増加させることにより、この歪みやすい傾向を、審
美的な向上として利用することができる。したがって、本明細書において説明される実施
形態は、建築用ラミネート構造体の分野において利用することができ、さらに、他の分野
（例えば、これらに限定されるわけではないが、自動車用窓ガラス、エンボス加工、ロゴ
など）においても利用することができる。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、ガラスラミネート構造体を冷間成形する方法が提供され
る。当該方法は、２つの緩衝プレートと、当該２つの緩衝プレートの一方もしくは両方に
おける表面に接着された１つまたは複数の非変形性材料と、当該２つの緩衝プレートの間
に介在するガラスラミネート構造体とを有する多層構造体を組み立てるステップを含み、
この場合、当該ガラスラミネート構造体は、２つのガラスのシートと、当該２つのガラス
のシートの間に介在するポリマー中間層とを含み、当該１つまたは複数の非変形性材料は
、あるパターンを形成する。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体をオートクレ
ーブ内に配するステップ、ならびに当該組み立てられた構造体を、所定の圧力において、
所定の期間、当該ポリマー中間層の軟化点を約５℃から１０℃上回る温度に加熱すること
によって当該オートクレーブ内において当該ガラスラミネート構造体を冷間成形するステ
ップを含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体を当該オートクレーブから取
り出すステップならびに当該緩衝プレートおよび１つまたは複数の非変形性材料の間から
当該ガラスラミネート構造体を取り出すステップも含み、この場合、当該１つまたは複数
の非変形性材料によって形成されたパターンは、当該ガラスラミネート構造体の厚さにお
ける変化の関数として当該ガラスラミネート構造体に転写される。
【０００８】
　別の実施形態は、ガラスラミネート構造体を冷間成形する方法を提供することを含む。
この方法は、２つの緩衝プレートと、当該２つの緩衝プレートの間に介在するガラスラミ
ネート構造体とを有する多層構造体を組み立てるステップを含み、この場合、当該ガラス
ラミネート構造体は、２つのガラスのシートと当該２つのガラスのシートの間に介在する
ポリマー中間層とを含み、当該２つの緩衝プレートの一方または両方は、それらの上また
は中に形成されたパターンを含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体をオー
トクレーブ内に配するステップ、ならびに当該組み立てられた構造体を、所定の圧力にお
いて、所定の期間、当該ポリマー中間層の軟化点を約５℃から１０℃上回る温度に加熱す
ることによって当該オートクレーブ内において当該ガラスラミネート構造体を冷間成形す
るステップも含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体を当該オートクレーブ
から取り出すステップならびに当該緩衝プレートの間から当該ガラスラミネート構造体を
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取り出すステップを含み、この場合、当該緩衝プレートの一方または両方の中または上に
形成されたパターンは、当該ガラスラミネート構造体中の厚さの変化の関数として当該ガ
ラスラミネート構造体に転写される。
【０００９】
　上述の全般的な説明および以下の詳細な説明は両方とも、本開示の実施形態を提示し、
権利請求される主題の性質および特徴を理解するための概説または枠組みを提供すること
を意図することは理解されるべきである。添付の図面は、本開示のさらなる理解を提供す
るために含まれており、本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなすものである。当該
図面は、様々な実施形態を例示し、説明と共に、権利請求される主題の原理および動作の
説明に役立つ。
【００１０】
　例示目的のために、現時点での好ましい形態が図面に示されているが、本明細書におい
て開示され説明される実施形態は、当該図に示されるところの正確な構成および手段に限
定されるわけではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示のいくつかの実施形態による方法のブロックダイアグラム
【図２】本開示のいくつかの実施形態による方法に用いた構成要素の分解組立断面図
【図３Ａ】ある実験に用いた非限定的パターンの平面図
【図３Ｂ】図３Ａに示されるパターンの斜視図
【図４】ある実験に用いた冷間成形されたロゴのポイントソース画像
【図５】ある実験に用いた冷間成形されたロゴの縞模様ボード歪み画像
【図６Ａ】図４および５に表された冷間成形されたガラスラミネート構造体の厚さマップ
【図６Ｂ】図４および５に表された冷間成形されたガラスラミネート構造体の厚さプロフ
ァイル
【図６Ｃ】図４および５に表された冷間成形されたガラスラミネート構造体の厚さプロフ
ァイル
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明において、同様の参照文字は、図面に示される幾つかの図全体を通じて、同
様のまたは対応する部分を示す。特に明記されない限り、「上部」、「底部」、「外側」
、「内側」などの用語は、便宜のための言葉であって、限定的な用語として解釈されるべ
きではないことも理解されたい。さらに、ある群が、複数の要素およびそれらの組み合わ
せの群のうちの少なくとも１つを含むと記載される場合には常に、当該群は、個別にまた
はお互いとの組み合わせのいずれかにおいて、任意の数のこれらの列挙される要素を含み
得るか、から実質的になり得るか、またはからなり得ることは理解されたい。
【００１３】
　同様に、ある群が、複数の要素およびその組み合わせの群の少なくとも１つからなると
記載されている場合は常に、当該群は、個々にまたはお互いとの組み合わせのいずれかに
おいて、任意の数のこれらの列記された要素からなり得ることは理解されたい。特に明記
されない限り、数値の範囲は、列記される場合、当該範囲の上限および下限の両方を含む
。本明細書において使用される場合、特に明記されない限り、不定冠詞「ａ」および「ａ
ｎ」、ならびに対応する定冠詞「ｔｈｅ」は、「少なくとも１つ」または「１つまたは複
数」を意味する。
【００１４】
　可能な教示および現時点で分かっているその最良の実施形態として、本開示の以下の説
明を提供する。当業者は、本明細書において説明される実施形態に対して、本開示の有益
な結果を依然として得つつ多くの変更を為すことができるということを認めるであろう。
本開示の所望の利点のいくつかは、本開示の特徴のいくつかを選択して他の特徴を利用し
ないことによって得ることができるということも明かであろう。したがって、当業者は、
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本開示に対する多くの変更および適合が可能であり、ある特定の状況においてはそれは望
ましくさえあり得、ならびにそれも本開示の一部であるということを認めるであろう。し
たがって、本開示の原理の例証として以下の説明を提供するが、これは本開示の限定では
ない。
【００１５】
　当業者は、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書において説明され
る例示的実施形態に対して多くの変更が可能であることを理解するであろう。したがって
、当該説明は、提示された例に限定されることを意図するものではなく、ならびに限定さ
れると解釈されるべきではないが、添付の請求項およびその同等物によって与えられる保
護の全範囲が認められるべきである。さらに、本開示の特徴のいくつかを使用し、それに
対応する他の特徴を使用しないことも可能である。したがって、例示的または例証的実施
形態の上述の説明は、本開示の原理を例証することを目的として提供されるのであって、
それらを限定するものではなく、ならびにそれらに対する変更およびそれらの並び替えを
含むことができる。
【００１６】
　本開示の実施形態は、概して、１つまたは複数の板ガラスを含むガラスラミネート構造
体に関する。本開示の実施形態において使用される好適なガラスシートは、イオン交換前
プロセスまたはイオン交換後プロセスによって熱強化または化学強化することができる。
化学強化プロセスにおいて、典型的には、所定の期間における溶融塩浴中へのガラスシー
トの浸漬によって、当該ガラスシートの表面または表面付近のイオンが、当該塩浴のより
大きい金属イオンと交換される。一実施形態において、溶融塩浴の温度は約４３０℃であ
り、浸漬時間は約８時間である。ガラス中へのより大きいイオンの組み込みは、表面付近
の領域に圧縮応力を生じさせることによって当該シートを強化する。当該圧縮応力とのバ
ランスを保つために、対応する引張応力もガラスの中央領域内に誘起され得る。当然のこ
とながら、本開示の実施形態において使用される他の好適なガラスシートは、強化されて
いないガラス（例えば、ソーダ石灰ガラスなど）であってもよい。
【００１７】
　ガラスシートまたはガラスラミネート構造体を形成するために好適な、例示的なイオン
交換可能なガラスは、アルカリアルミノケイ酸ガラスまたはアルカリアルミノホウケイ酸
ガラスであり得るが、他のガラス組成物も想到される。本明細書において使用される場合
、「イオン交換可能な」は、ガラスが、ガラスの表面または表面付近に位置されるカチオ
ンを、より大きいサイズまたはより小さいサイズの同じ結合価のカチオンと交換すること
ができるということを意味する。例示的ガラス組成物の１つは、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、お
よびＮａ２Ｏを含み、この場合、（ＳｉＯ２＋Ｂ２Ｏ３）≧６６ｍｏｌ％およびＮａ２Ｏ
≧９ｍｏｌ％である。ある実施形態において、当該ガラスシートは、少なくとも６質量％
の酸化アルミニウムを含む。さらなる実施形態において、ガラスシートは、アルカリ土類
酸化物の含有量が少なくとも５質量％であるような、１種または複数種のアルカリ土類酸
化物を含む。いくつかの実施形態において、好適なガラス組成物は、さらにＫ２Ｏ、Ｍｇ
Ｏ、およびＣａＯのうちの少なくとも１つを含む。特定の実施形態において、当該ガラス
は、６１～７５ｍｏｌ％のＳｉＯ２；７～１５ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～１２ｍｏｌ％
のＢ２Ｏ３；９～２１ｍｏｌ％のＮａ２Ｏ；０～４ｍｏｌ％のＫ２Ｏ；０～７ｍｏｌ％の
ＭｇＯ；および０～３ｍｏｌ％のＣａＯを含む。
【００１８】
　ガラスラミネート構造体を形成するために好適なさらなる例示的なガラス組成は、６０
～７０ｍｏｌ％のＳｉＯ２；６～１４ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～１５ｍｏｌ％のＢ２Ｏ

３；０～１５ｍｏｌ％のＬｉ２Ｏ；０～２０ｍｏｌ％のＮａ２Ｏ；０～１０ｍｏｌ％のＫ

２Ｏ；０～８ｍｏｌ％のＭｇＯ；０～１０ｍｏｌ％のＣａＯ；０～５ｍｏｌ％のＺｒＯ２

；０～１ｍｏｌ％のＳｎＯ２；０～１ｍｏｌ％のＣｅＯ２；５０ｐｐｍ未満のＡｓ２Ｏ３

；および５０ｐｐｍ未満のＳｂ２Ｏ３を含み；この場合、１２ｍｏｌ％≦（Ｌｉ２Ｏ＋Ｎ
ａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ）≦２０ｍｏｌ％および０ｍｏｌ％≦（ＭｇＯ＋ＣａＯ）≦１０ｍｏｌ％
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である。さらなる例示的ガラス組成物は、６３．５～６６．５ｍｏｌ％のＳｉＯ２；８～
１２ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～３ｍｏｌ％のＢ２Ｏ３；０～５ｍｏｌ％のＬｉ２Ｏ；８
～１８ｍｏｌ％のＮａ２Ｏ；０～５ｍｏｌ％のＫ２Ｏ；１～７ｍｏｌ％のＭｇＯ；０～２
．５ｍｏｌ％のＣａＯ；０～３ｍｏｌ％のＺｒＯ２；０．０５～０．２５ｍｏｌ％のＳｎ
Ｏ２；０．０５～０．５ｍｏｌ％のＣｅＯ２；５０ｐｐｍ未満のＡｓ２Ｏ３；および５０
ｐｐｍ未満のＳｂ２Ｏ３を含み；この場合、１４ｍｏｌ％≦（Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２

Ｏ）≦１８ｍｏｌ％および２ｍｏｌ％≦（ＭｇＯ＋ＣａＯ）≦７ｍｏｌ％である。
【００１９】
　特定の実施形態において、アルカリアルミノケイ酸ガラスは、アルミナ、少なくとも１
種のアルカリ金属、および、いくつかの実施形態では５０ｍｏｌ％を超えるＳｉＯ２、他
の実施形態では少なくとも５８ｍｏｌ％のＳｉＯ２、並びにさらなる他の実施形態では少
なくとも６０ｍｏｌ％のＳｉＯ２を含み、この場合、

【００２０】
であり、ここで、当該比率において、成分はｍｏｌ％で表され、調整剤はアルカリ金属酸
化物である。このガラスは、特定の実施形態において、５８～７２ｍｏｌ％のＳｉＯ２；
９～１７ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；２～１２ｍｏｌ％のＢ２Ｏ３；８～１６ｍｏｌ％のＮａ

２Ｏ；および０～４ｍｏｌ％のＫ２Ｏを含むか、それらから実質的になるか、またはそれ
らからなり、この場合、

【００２１】
である。
【００２２】
　別の実施形態において、アルカリアルミノケイ酸ガラスは、６１～７５ｍｏｌ％のＳｉ
Ｏ２；７～１５ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～１２ｍｏｌ％のＢ２Ｏ３；９～２１ｍｏｌ％
のＮａ２Ｏ；０～４ｍｏｌ％のＫ２Ｏ；０～７ｍｏｌ％のＭｇＯ；および０～３ｍｏｌ％
のＣａＯを含むか、それらから実質的になるか、またはそれらからなる。さらなる別の実
施形態において、アルカリアルミノケイ酸ガラス基板は、６０～７０ｍｏｌ％のＳｉＯ２

；６～１４ｍｏｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～１５ｍｏｌ％のＢ２Ｏ３；０～１５ｍｏｌ％のＬ
ｉ２Ｏ；０～２０ｍｏｌ％のＮａ２Ｏ；０～１０ｍｏｌ％のＫ２Ｏ；０～８ｍｏｌ％のＭ
ｇＯ；０～１０ｍｏｌ％のＣａＯ；０～５ｍｏｌ％のＺｒＯ２；０～１ｍｏｌ％のＳｎＯ

２；０～１ｍｏｌ％のＣｅＯ２；５０ｐｐｍ未満のＡｓ２Ｏ３；および５０ｐｐｍ未満の
Ｓｂ２Ｏ３を含むか、それらから実質的になるか、またはそれらからなり；この場合、１
２ｍｏｌ％≦Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ≦２０ｍｏｌ％および０ｍｏｌ％≦ＭｇＯ＋Ｃ
ａＯ≦１０ｍｏｌ％である。さらなる別の実施形態において、アルカリアルミノケイ酸ガ
ラスは、６４～６８ｍｏｌ％のＳｉＯ２；１２～１６ｍｏｌ％のＮａ２Ｏ；８～１２ｍｏ
ｌ％のＡｌ２Ｏ３；０～３ｍｏｌ％のＢ２Ｏ３；２～５ｍｏｌ％のＫ２Ｏ；４～６ｍｏｌ
％のＭｇＯ；および０～５ｍｏｌ％のＣａＯを含むか、それらから実質的になるか、また
はそれらからなり、この場合、６６ｍｏｌ％≦ＳｉＯ２＋Ｂ２Ｏ３＋ＣａＯ≦６９ｍｏｌ
％；Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ＋Ｂ２Ｏ３＋ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ＞１０ｍｏｌ％；５ｍｏｌ％
≦ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ≦８ｍｏｌ％；（Ｎａ２Ｏ＋Ｂ２Ｏ３）－Ａｌ２Ｏ３≦２ｍｏ
ｌ％；２ｍｏｌ％≦Ｎａ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３≦６ｍｏｌ％；および４ｍｏｌ％≦（Ｎａ２Ｏ
＋Ｋ２Ｏ）－Ａｌ２Ｏ３≦１０ｍｏｌ％である。
【００２３】
　例示的な化学強化されたガラス並びに化学強化されていないガラスは、いくつかの実施
形態において、０～２ｍｏｌ％の、Ｎａ２ＳＯ４、ＮａＣｌ、ＮａＦ、ＮａＢｒ、Ｋ２Ｓ
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Ｏ４、ＫＣｌ、ＫＦ、ＫＢｒ、およびＳｎＯ２を含む群より選択される少なくとも１種の
清澄剤と共にバッチ処理され得る。一実施形態において、化学強化されたガラスのナトリ
ウムイオンは、溶融浴由来のカリウムイオンによって置き換えることができるが、より大
きい原子半径を有する他のアルカリ金属イオン（例えば、ルビジウムまたはセシウムなど
）も、ガラス中のより小さいアルカリ金属イオンと置き換わることができる。いくつかの
実施形態により、ガラス中のより小さいアルカリ金属イオンは、Ａｇ＋イオンで置き換え
ることができる。同様に、他のアルカリ金属塩（例えば、これらに限定されるわけではな
いが、サルフェート、ハライドなど）も、当該イオン交換プロセスにおいて使用すること
ができる。ガラスネットワークが緩むことができる温度よりも低い温度での、より大きい
イオンによるより小さいイオンとの置き換えは、ガラス表面にわたってイオンの分配を生
じ得、それは、結果として応力プロファイルを生じる。入ってきたイオンのより大きい体
積は、ガラスの表面において圧縮応力（ＣＳ）を生じ、ガラスの中心部分において張力（
中央張力、もしくはＣＴ）を生じる。当該圧縮応力は、下記の関係：

【００２４】
によって中央張力に関連し、式中、ｔは、ガラスシートの総厚さを表し、ＤＯＬは交換の
深さである（圧縮応力層深さとも呼ばれる）。
【００２５】
　様々な実施形態により、イオン交換されたガラスを含むガラスシートおよび／またはガ
ラスラミネート構造体は、軽量、高い耐衝撃性、および向上した音響減衰性など、多くの
所望の特性を有し得る。一実施形態において、化学強化されたガラスシートは、少なくと
も２５０ＭＰａ（例えば、少なくとも２５０、３００、４００、４５０、５００、５５０
、６００、６５０、７００、７５０、または８００ＭＰａ）の表面圧縮応力、少なくとも
約２０μｍ（例えば、少なくとも約２０、２５、３０、３５、４０、４５、または５０μ
ｍ）の圧縮応力層の深さ、および／または４０ＭＰａを超える（例えば、４０、４５、ま
たは５０ＭＰａを超える）が１００ＭＰａ未満（例えば、１００、９５、９０、８５、８
０、７５、７０、６５、６０、または５５ＭＰａ未満）である中央張力を有し得る。化学
強化されたガラスシートの弾性率は、約６０ＧＰａから８５ＧＰａまでの範囲（例えば、
６０、６５、７０、７５、８０、または８５ＧＰａ）である。ガラスシートおよびポリマ
ー中間層の弾性率は、結果として得られるガラスラミネート構造体の機械的特性（例えば
、撓みおよび強度など）および音響性能（例えば、透過損失）の両方に影響を及ぼし得る
。
【００２６】
　例示的ガラスシート形成法としては、フュージョンドロー法およびスロットドロー法が
挙げられ、これらは、ダウン－ドロー法ならびにフロート法のそれぞれの例である。これ
らの方法は、本開示の実施形態に用いられる化学強化されたガラスシートと化学強化され
ていないガラスシートの両方を形成するために使用することができる。フュージョンドロ
ー法は、一般的に、溶融したガラス原材料を受け入れるための経路を有するドロータンク
を使用する。当該経路は、当該その両側に、経路の長さに沿って上部が開放された堰を有
している。当該経路が溶融材料で満たされると、溶融ガラスは堰からオーバーフローする
。重力により、溶融ガラスは、ドロータンクの外側表面を下方へと流れる。これらの外側
表面は、下方へとそして内部方向へと延びており、そのため、溶融ガラスは、ドロータン
クの下方の端部において合流する。当該２つの流動ガラスの表面がこの端部において合わ
さることにより、融合して単一の流動するシートを形成する。フュージョンドロー法は、
経路を越えて流れる２つのガラスフィルムが一緒に融合するため、結果として生じるガラ
スシートのどちらの外側表面も、当該設備のいかなる部分にも接触していないという利点
を提供する。したがって、フュージョンドローによるガラスシートの表面特性は、そのよ
うな接触による影響を受けない。
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【００２７】
　スロットドロー法は、フュージョンドロー法とは異なっている。まず、溶融した原材料
ガラスが、ドロータンクに提供される。ドロータンクの底には、スロットの長さに延びる
ノズルを備えた開口スロットがある。溶融ガラスは、当該スロット／ノズルを通って流れ
、連続シートとして下方のアニール処理領域へと引かれる。スロットドロー法では、２つ
のシートが一緒に融合されるのではなく単一のシートがスロットを通って引かれるため、
当該方法は、フュージョンドロー法より薄いシートを提供することができる。
【００２８】
　ダウンドロー法は、比較的無傷なままの表面を有する均一な厚さを有するガラスシート
を製造する。ガラス表面の強度は、表面欠陥の量およびサイズによって制御されるため、
最小限しか接触していない無傷なままの表面は、より高い初期強度を有する。次いでこの
高強度ガラスが化学強化されると、結果として得られる強度は、粗研磨および艶だし研磨
された表面の強度より高くなり得る。ダウンドローガラスは、約２ｍｍ未満の厚さに引き
出され得る。さらに、ダウンドローガラスは、コスト高な研削および艶だし研磨を行うこ
となく最終用途において使用することができる、非常に平坦で滑らかな表面を有する。
【００２９】
　フロートガラス法では、溶融ガラスを溶融金属（典型的にはスズ）の床の上に流すこと
によって、滑らかな表面および均一な厚さによって特徴付けられ得るガラスシートが作製
される。例示的プロセスにおいて、溶融スズ床の表面上に供給される溶融ガラスは、浮遊
リボンを形成する。当該ガラスリボンはスズ床に沿って流れるため、固体ガラスシートが
スズからローラー上へと持ち上げられるまでに温度は徐々に下がる。当該床から持ち上げ
られると、当該ガラスシートはさらに冷やされ得て、内部応力を減らすためにアニール処
理され得る。
【００３０】
　上記において述べられているように、例示的ガラスシートは、ガラスラミネートまたは
ガラスラミネート構造体を形成するために使用することができる。用語「薄い」は、本明
細書において使用される場合、約２．１ｍｍまで、約１．５ｍｍまで、約１．０ｍｍまで
、約０．７ｍｍまで、あるいは約０．３ｍｍから約２．１ｍｍまでの範囲、約０．３ｍｍ
から約１．５ｍｍまでの範囲、約０．３ｍｍから約１．０ｍｍまでの範囲、約０．３ｍｍ
から約０．７ｍｍまでの範囲、または約０．５ｍｍから約０．７ｍｍまでの範囲の厚さを
意味する。用語「シート」、「構造体」、「ガラス構造体」、「ラミネート構造体」、お
よび「ガラスラミネート構造体」は、本開示において相互互換的に使用され得、そのよう
な使用は、本明細書に添付されるクレームの範囲を限定しない。用語「ガラス」は、窓ガ
ラス、板ガラス、ケイ酸塩ガラス、シートガラス、低鉄ガラス、フロートガラスだけでな
く、着色ガラス、例えばソーラーヒーティングなどを制御するための原料成分を含む特殊
ガラス、太陽光制御目的のために例えば、銀または酸化インジウムスズなどのスパッタさ
れた金属でコーティングされたガラス、Ｅガラス、トロガラス（Ｔｏｒｏｇｌａｓｓ）、
Ｓｏｌｅｘ（登録商標）ガラス（ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、ピッツバーグ、Ｐａ）
なども包含することが意図される。当該ガラスは、すりガラスまたはエッチングガラスも
包含し得る。したがって、本開示の実施形態により例示的ガラスまたはガラスラミネート
構造体のために選択されるべきガラスのタイプは、意図される用途に応じて変わり得る。
【００３１】
　図１は、本開示のいくつかの実施形態による方法のブロックダイアグラムである。図２
は、本開示のいくつかの実施形態による方法に用いた構成要素の分解組立断面図である。
図１および２を参照すると、ガラスラミネート構造体を冷間成形するための方法１００は
、ガラスラミネート構造体に転写されるパターンを提供するステップ１１０を含み得る。
このパターンは、図２に示されるように、１つまたは複数の緩衝プレート２１０、２１１
に隣接して提供されるかまたはその上に適用される１つまたは複数の温度抵抗性の非変形
性材料２４０、２４１の形態であり得る。別の実施形態において、このパターンは、緩衝
プレートそれ自体によって提供することができる。図３は、１つの実験に用いられた非限
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定的なパターン３００の平面図である。ステップ１２０において、当該パターンは、緩衝
プレート２１０、２１１における内側を向いた表面２１５、２１６に適用することができ
る。いくつかの実施形態において、当該パターンは、それぞれ薄いガラスシート２２０、
２２１またはガラスラミネート構造体２２７における対向する表面２２５、２２６に面す
るかまたは接触する緩衝プレート２１０、２１１として機能するソーダ石灰ガラスシート
の表面に適用され得る。当然のことながら他の材料（例えば、金属、異なるガラスなど）
で構成される緩衝プレートも想到され、前述の例は、本明細書に添付されるクレームの範
囲を制限するものではない。例えば、金属またはセラミックプレートを緩衝プレートとし
て利用することができ、緩衝プレートとそれに隣接する非変形性材料２４０、２４１との
間の接着強度を高めるために接着剤およびプライマーを用いることができる。２つのパタ
ーンが用いられる実施形態では、当該パターンは、（パターンが同じ場合には）それらが
実質的にお互いに重なるように配置されるべきであり、あるいは、当該パターンは、最終
的な望まれるパターンを形成するように配置されるべきである。いくつかの実施形態にお
いて、多層のパターンを用いることにより、例示的ガラスまたはガラスラミネート構造体
において誘起される最終的な光学的歪みを制御することができる。これらのパターンは、
図２に表される緩衝プレート２１０、２１１の任意の一方または両方に適用することがで
きる。
【００３２】
　ステップ１３０において、例示的ガラスラミネート構造体２２７および積層されたアセ
ンブリもしくは構造体２００が組み立てられ得る。一実施形態において、当該ラミネート
構造体２２７は、図２に表された層２２０、２２１、２３０を含み得る。別の実施形態に
おいて、当該ラミネート構造体２２７は、図２に表されたラミネート構造体２２７ではな
く、追加のガラスシートおよび／またはポリマー中間層あるいは単一のガラスシートを含
み得る。いくつかの実施形態において、ステップ１３０は、第一および第二ガラス層２２
０、２２１ならびに中間的ポリマー中間層２３０を有するガラスラミネート構造を形成す
るステップを含み得る。これらの第一および第二ガラス層２２０、２２１の任意の一方ま
たは両方は、強化（例えば、熱強化、化学強化など）されていてもよく、または強化され
ていないガラスであってもよい。ステップ１３０において、アセンブリ２００の層は、後
続の処理の際のずれを防ぐために固定することもできる。薄いガラスは柔軟性が高いため
に、ラミネート構造体を製造する時に光学的歪みが誘起されるのを防ぐことが困難であり
得る。任意の望ましくない歪みが誘起されるのを防ぐために、後続の処理（例えば、真空
バッグオートクレーブプロセスなど）の際に、追加の平坦なまたは成形された堅い緩衝プ
レートを用いることができる。他の実施形態において、真空を用いないオートクレーブサ
イクルの前に構成部品を真空バッグに収容して為される別個の脱気およびタックステップ
を含む、２段階プロセスを用いることができる。
【００３３】
　ステップ１４０において、当該積層された構造体は、所望の条件において処理すること
ができる（例えば、オートクレーブ処理など）。例えば、非限定的な実験において、Ｄｕ
Ｐｏｎｔ　ＳｅｎｔｒｙＧｌａｓをポリマー中間層２３０として用い、アセンブリ２００
を、約－０．９ｂａｒの真空レベル、約１３５℃のソーク温度、約８０ｐｓｉの圧力、お
よび約６０分のソーク時間により、オートクレーブにおいて処理した。処理の完了時の降
温は、４°Ｆ以上の速度であった。ステップ１５０において、当該冷却されたガラスラミ
ネート構造体を、緩衝プレート２１０、２１１および（適用できる場合は）ガラスラミネ
ート構造体２２７をエンボス処理するために用いた非変形性材料２４０、２４１の間から
取り出すことができる。いくつかの実施形態では、次いで、当該ガラスラミネート構造体
に、洗浄、端部トリミングなどを施すことができる。
【００３４】
　継続して図２を参照すると、例示的ガラスラミネート構造体２２７は、１つまたは複数
のガラスシート２２０、２２１と、当該ガラスシート２２０、２２１の間に介在するポリ
マー中間層２３０とを含み得る。いくつかの実施形態において、熱可塑性材料（例えば、
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これに限定されるわけではないが、ＰＶＢなど）を、ポリマー中間層２３０として用いる
ことができる。このポリマー中間層２３０は、ある特定の実施形態において、少なくとも
約０．１２５ｍｍ（例えば、０．１２５、０．２５、０．３８、０．５、０．７、０．７
６、０．８１、１、１．１４、１．１９、１．２、１．５２ｍｍなど）の厚さを有し得る
。当該ポリマー中間層２３０は、約１．６ｍｍ以下（例えば、０．４ｍｍから１．２ｍｍ
、例えば、約０．４、０．５、０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．
２、または１．５２ｍｍなど）の厚さを有し得る。当該ポリマー中間層２３０は、ガラス
シート２２０、２２１の２つの対向する主要面のほとんどまたは実質的に全てを覆うこと
ができ、いくつかの実施形態では、ガラスラミネート構造体２２７の周囲を端部強化する
ために、同じポリマー性材料またはより高い弾性率を有する異なるポリマー性材料を有す
る周辺部分も含むことができる。したがって、当該ポリマー中間層は、一体型ポリマーシ
ート、多層ポリマーシート、または複合ポリマーシート（すなわち、弾性率の異なる領域
を有するポリマーシート）を含み得る。ポリマー中間層に接触するガラスシートは、それ
らの軟化点より高い温度（例えば、軟化点より少なくとも５℃または１０℃高い温度など
）に加熱することにより、それぞれのガラスシートに対するポリマー性材料の接着を促進
することができる。当該加熱ステップは、圧力下において、当該ガラスを当該ポリマー性
中間層に接触させた状態で実施することができる。１つまたは複数のポリマー中間層を、
例示的ガラスラミネート構造体中に組み入れることができる。複数の中間層は、接着促進
、音響制御、紫外線透過制御、着色加工（ｔｉｎｔｉｎｇ）、色づけ、および／または赤
外線透過制御などの、相補的機能または異なる機能を提供することができる。いくつかの
実施形態において、当該ガラスラミネート構造体は、追加の層（例えば、他の中間層シー
トまたはポリマー性フィルムなど）も含むことができる。これらの追加の層またはポリマ
ー性フィルムは、追加の属性（例えば、いくつか例を挙げると、遮音壁、加えられた貫通
抵抗、剛性、および太陽光制御など）を提供することができる。いくつかの実施形態にお
いて、当該追加の層またはポリマー性フィルムは、ポリ（エチレンテレフタレート）また
はイオノマーシートであり得、ならびに、それらに適用された機能性コーティングを含み
得る（例えば、これらに限定されるわけではないが、有機赤外線吸収剤およびスパッタさ
れた金属層、例えば、銀、銅など）。接着剤またはプライマーも、ポリマー層と中間層と
の間に接着を提供するために含ませることができる。
【００３５】
　当該中間層または複合中間層は、約０．４０ｍｍから約２．３ｍｍまたはそれ以上の範
囲の厚さを有することができ、それにより、多層中間層におけるシートの厚さは変わり得
る。ポリマー中間層又はシートの任意の１つまたはいくつかは、ブランク、ベア印刷され
た画像または色付け、透明、半透明、不透明であり得、そうでなければ、目視により、隣
接するガラスシートまたは板ガラスと区別することができる。当然のことながら、当該中
間層材料は、熱可塑性材料（例えば、これらに限定されるわけではないが、エチレンコポ
リマーおよび／またはターポリマー（例えば、エチレン／アクリル酸またはエチレン／ア
ルキルアクリレートコポリマー、およびエチレン／アクリル酸／アルキルアクリレートタ
ーポリマーなど）、ポリアセタール、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリウレタン、
ポリ塩化ビニル、またはポリエステルなど）であり得る。追加のポリマー性材料は、熱硬
化性ポリマー性材料（例えば、これらに限定されるわけではないが、ポリウレタン、加硫
ゴム、ベークライト、ポリエステル材料、イオノマー（ＳｅｎｔｒｙＧｌａｓｓ）フェノ
ール－ホルムアルデヒド材料、尿素－ホルムアルデヒド材料、エポキシ樹脂、ポリイミド
、メラミン樹脂、エステル、ポリシアヌレート、Ｄｕｒｏｐｌａｓｔ、ならびに他の好適
なエステル、樹脂、エポキシ、架橋ポリマーおよび／または強化ポリマー性材料など）を
含み得る。さらなるポリマー性材料としては、ポリカーボネート、吸音性ＰＶＢ、エチレ
ン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、２成分エポキシ、２成分ウ
レタン、２成分アクリル樹脂、２成分シリコーン、湿気硬化型ウレタンおよびエポキシ、
フェノール樹脂、ノボラック、メラミンホルムアルデヒド、アルキド、不飽和ポリエステ
ル、ポリアミド、光硬化性ポリマーまたは電子ビーム硬化性ポリマー、ならびにそれらの
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組み合わせが挙げられる。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、当該ガラスラミネート構造体は、１つまたは複数の剛性
もしくは半剛性シート層（例えば、これらに限定されるわけではないが、ガラスまたは剛
性透明プラスチックシート、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリアクリレート、ポリ
（メチルメタクリレート）、環状ポリオレフィン（例えば、エチレンノルボルネンポリマ
ー、ポリスチレン（好ましくはメタロセン－触媒化ポリスチレン）など、ならびにそれら
の組み合わせ）を含み得る。
【００３７】
　当該ポリマー中間層２３０は、それぞれのガラスシート２２０、２２１のそれぞれに直
接的に物理接触し得る（例えば、それらに積層され得る）。上記において説明され、図１
に例示されるように、緩衝プレート２１０、２１１は、それぞれ、非変形性材料２４０、
２４１の一部および／またはそれぞれの内部ガラスシート２２０、２２１の一部に接触し
得る。当該緩衝プレート２１０、２１１およびガラスシート２２０、２２１の任意の一方
または両方は、化学強化されたガラスまたは化学強化されていないガラスであってもよく
、あるいはどちらもそうでなくてもよい。いくつかの実施形態において、ガラスラミネー
ト構造体は、２つの化学強化されたガラスシート２２０、２２１、１つの化学強化された
ガラスシート２２０および対向する化学強化されていないガラスシート２２１、あるいは
２つの化学強化されていないガラスシート２２０、２２１を含み得、この場合、それぞれ
は、１つまたは複数の中間ポリマー中間層２３０を有する。
【００３８】
　非限定的な一実施形態において、緩衝プレート２１０、２１１として２つのソーダ石灰
ガラスシートを用いることができ、この場合、それぞれは、後続の処理（例えば、オート
クレーブ処理）の間に変形しないほどに十分堅い約４ｍｍから約６ｍｍの厚さを有する。
ソーダ石灰ガラスシート２１０、２１１に隣接するのは、非変形性材料２４０、２４１（
例えば、シムなど）で、実質的に均一な厚さを有し、隣接する薄いガラスまたは薄いガラ
スラミネート構造体２２７に変形を誘起するために利用することができる。非限定的な一
実験において、当該シム材料は、正弦波状の繰り返しパターンを有するカード用紙であっ
た（図３Ａおよび３Ｂ）。図３Ｂに示されているように、厚さが変わることにより、繰り
返し正弦波パターンを提供する。非変形材料は、金属、セラミック、または他の材料であ
ってもよいので、当然のことながら、そのような実施例は、本明細書に添付されたクレー
ムの範囲を限定するものではない。いくつかの実施形態において、緩衝プレート自体が当
該パターンを含み、その場合、追加の非変形性材料を排除することができる。非変形性材
料２４０、２４１に接触するのは、１つまたは複数のガラスのシート２２０または２つの
ガラスシート２２０、２２１と中間ポリマー中間層２３０とを有するガラスラミネート構
造体２２７であり得る。非限定的な一実験において、当該２つのガラスシート２２０、２
２１は、約０．７ｍｍの厚さを有する化学強化されたガラスであり、ポリマー中間層２３
０は、約１．５２ｍｍの厚さを有するＤｕＰｏｎｔ　ＳｅｎｔｒｙＧｌａｓであった。当
然のことながら、本開示の実施形態において、異なるタイプおよび厚さのガラスおよび／
または中間層材料を用いることもでき、そのような実施例は、本明細書に添付されたクレ
ームの範囲を限定するものではない。図４は、前述の実験で用いられた冷間成形された正
弦波状パターンのポイントソース画像である。図５は、前述の実験で用いられた冷間成形
された正弦波状パターンの縞模様ボード歪み画像である。図４および５を参照すると、図
３の正弦波パターンを用い、上記において説明したようにエンボス加工された冷間成形さ
れたガラスラミネート構造体２２７により、その中に光学的に透明なパターンが形成され
た透明なラミネート構造体が得られたということを観察することができる。図６Ａは厚さ
マップであり、ならびに図６Ｂおよび６Ｃは、図４および５に表された冷間成形されたガ
ラスラミネート構造体の厚さプロファイルである。図６Ａ～６Ｃを参照すると、当該冷間
成形されたラミネート構造体２２７の厚さにおける変化を観察することができ、それによ
り、これらの冷間成形された厚さの変化が、当該ラミネート構造体に光学的パターンを形
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成するために利用される。図６Ｃは、ガラスラミネート構造体２２７の外側表面２２５、
２２６のプロファイルを示している。図４、５、および６Ａ～６Ｃにおいて観察されるよ
うに、所望のパターンは、当該パターンのエリアとそれに隣接するバックグラウンドの領
域との間でのガラスまたはガラスラミネート構造体の厚さの変化の結果として得られる、
誘起された光学的歪みとして現れ得る。いくつかの実施形態において、厚さにおけるこれ
らの変化により、数ジオプトリーの屈折力を誘起することができる。したがって、本明細
書において説明される実施形態は、場合により光学的歪みを結果として得ることができる
積層化プロセスの際に薄いガラスが変形しやすいという傾向を利用することができる。制
御された方法において歪みの量を増加させることにより、この変形しやすい傾向を、ガラ
スまたはガラスラミネート構造体に対する審美的向上として利用することができる。本開
示の実施形態によるガラスラミネート構造体２２７は、建築および自動車の開口部（例え
ば、自動車の窓ガラス）において光学的に透明なバリアを提供するように適合させること
もできる。
【００３９】
　例示的ガラスラミネート構造体は、さまざまなプロセスを使用して形成することができ
る。積層された構造体２２７の組み立ては、いくつかの実施形態において、ガラスの第一
シートを横たえるステップと、当該第一シート上にポリマー中間層を重ねるステップと、
ガラスの第二シートを横たえるステップと、次いで過剰なＰＶＢをガラスシートの端部ま
でトリミングするステップとを伴う。貼り付けステップは、接合面からほとんどの空気を
追い出すステップおよびＰＶＢをガラスシートに部分的に接着させるステップを含み得る
。仕上げステップは、典型的には高温高圧において実施され、各ガラスシートをポリマー
中間層に一致させるステップを完了する。上記において説明されるように、本明細書にお
いて開示されるガラスラミネート構造体は、１つまたは複数の化学強化された板ガラスお
よび／または化学強化されていない板ガラスを含むように構成することができる。
【００４０】
　例示的ガラスおよびガラスラミネート構造体は、オートクレーブプロセスおよび非オー
トクレーブプロセスによっても製造することができる。例えば、典型的なオートクレーブ
プロセスにおいて、ラミネートスタック（すなわち、ガラスシートおよび任意の中間層）
は、空気を除去するために、加熱および圧力および真空下（例えば、約２７～２８インチ
Ｈｇ（６８９～７１１ｍｍＨｇ）の範囲）において一緒に積層され得る。いくつかの実施
形態において、アセンブリ２００（図２）は、オートクレーブ内に配することができ、そ
れにより、非変形性材料２４０、２４１によって形成されるパターンまたは緩衝プレート
中／上に形成されるパターンを、当該オートクレーブプロセスの際に、ラミネートスタッ
ク２２７に冷間形成することができる。概して、本開示の実施形態に用いたガラスシート
は、洗浄され、乾燥されている。完全なアセンブリ２００を用いる典型的な手順において
、ガラスシート２２０、２２１およびその間に介在する中間層２３０が、緩衝プレート２
１０、２１１および非変形性材料２４０、２４１の間に位置決めされる。このアセンブリ
２００は、真空を維持することができるバッグ（すなわち、真空バッグ）中に配すること
ができ、空気は、当該バッグ上の真空配管または真空を引く他の手段を使用してバッグか
ら排出することができる。次いで、当該バッグは、真空を維持しつつ密封され、約１３０
℃から約１８０℃の温度（例えば、それぞれの中間層の軟化点より約５から１０℃高い温
度）および約１５０ｐｓｉ（約１０３４ｋＰａ）から約２５０ｐｓｉ（１．７２４ＭＰａ
）またはそれ以下の範囲の圧力において、所定の期間、オートクレーブ内に配した。いく
つかの実施形態において、真空バッグの代わりに真空リングを用いてもよい。当然のこと
ながら、ガラスラミネート構造体を製造するために、他のプロセスを用いることもできる
。そのような例示的非オートクレーブプロセスとしては、これらに限定されるわけではな
いが、米国特許第３，２３４，０６２号明細書、米国特許第３，８５２，１３６号明細書
、米国特許第４，３４１，５７６号明細書、米国特許第４，３８５，９５１号明細書、米
国特許第４，３９８，９７９号明細書、米国特許第５，５３６，３４７号明細書、米国特
許第５，８５３，５１６号明細書、米国特許第６，３４２，１１６号明細書、米国特許第
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５，４１５，９０９号明細書、米国特許出願公開第２００４／０１８２４９３号明細書、
欧州特許第１２３５６８３（Ｂ１）号明細書、国際公開第９１／０１８８０号、および国
際公開第０３／０５７４７８（Ａ１）号に記載されているものが挙げられ、なお、それぞ
れの全体は、参照により本明細書に組み入れられる。概して、これらの非オートクレーブ
プロセスは、アセンブリを加熱するステップ、および真空、圧力、またはその両方の適用
を含む。
【００４１】
　ラミネートスタックにおいて化学強化されていないガラスシートとしてソーダ石灰ガラ
スが使用される実施形態において、従来の装飾用材料および方法（例えば、ガラスフリッ
トエナメルおよびスクリーン印刷）も使用することができ、これらは、ガラスラミネート
の製造プロセスを簡素化することができる。着色加工された（ｔｉｎｔｅｄ）ソーダ石灰
ガラスシートをガラスラミネート構造体中に組み入れることにより、電磁気スペクトルに
対して所望の透過度および減衰を達成することができる。
【００４２】
　したがって、本明細書において説明されるようなガラスラミネート構造体は、音響雑音
の減衰、ＵＶ光および／またはＩＲ光透過の減少、増加したエッジ強度、および／または
窓もしくは他の開口部の審美的魅力の増強などの有益効果を提供することができる。開示
されるガラスラミネート構造体を含む個々のガラスシートは、形成されたラミネート構造
体と同様に、組成、密度、厚さ、表面粗さなどの１つまたは複数の属性、ならびに光学特
性、音響減衰特性、および機械的特性（例えば、耐衝撃性など）などの様々な特性によっ
て特徴付けることができる。
【００４３】
　例示的ガラスラミネート構造体は、例えば窓または窓ガラスなどとしての使用のために
適合させることができ、任意の好適なサイズおよび寸法に構成することができる。実施形
態において、ガラスラミネート構造体は、独立して、１０ｃｍから１ｍまたはそれ以上（
例えば、０．１、０．２、０．５、１、２、または５ｍ）において変わる長さおよび幅を
有する。独立して、当該ガラスラミネート構造体は、０．１ｍ２を超える面積、例えば、
０．１、０．２、０．５、１、２、５、１０、または２５ｍ２を超える面積を有し得る。
当該ガラスラミネート構造体は、ある特定の用途のために、実質的に平面であり得るかま
たは成形され得る。例えば、当該ガラスラミネート構造体は、屈曲部品または成形部品と
して形成することができる。ガラスラミネート構造体が成形または屈曲される実施形態に
おいて、屈曲または成形された緩衝プレート２１０、２１１および非変形性材料２４０、
２４１を用いることができる。成形された例示的なガラスもしくはガラスラミネート構造
体の構造は、単純または複雑であり得る。ある特定の実施形態において、成形されたガラ
スもしくはガラスラミネート構造体は、ガラスシートが２つの独立した方向において異な
る曲率半径を有するような複雑な曲率を有していてもよい。したがって、そのような成形
されたガラスシートは、「交差曲率」を有するとして特徴付けることができ、この場合、
当該ガラスは、所定の寸法に対して平行な軸に沿って湾曲しかつ同じ寸法に対して垂直な
軸に沿っても湾曲し得る。例えば、自動車のサンルーフは、通常、約０．５ｍ×１．０ｍ
のサイズであり、短径に沿って２から２．５ｍの曲率半径と、長径に沿って４から５ｍの
曲率半径とを有する。ある特定の実施形態による成形されたガラスラミネート構造体は、
曲げ係数（ｂｅｎｄ　ｆａｃｔｏｒ）によって定義することができ、この場合、所定の部
分に対する曲げ係数は、所定の軸に沿った曲率半径をその軸の長さで割ったものに等しい
。したがって、０．５ｍおよび１．０ｍのそれぞれの軸に沿って２ｍおよび４ｍの曲率半
径を有する例示的な自動車のサンルーフの場合、各軸に沿った曲げ係数は４である。成形
されたガラスラミネートは、２から８までの範囲（例えば、２、３、４、５、６、７、ま
たは８）の曲げ係数を有することができる。
【００４４】
　例示的ガラスラミネート構造体は、非装飾的な積層化ガラスが使用される任意の用途（
例えば、安全ガラス、自動車の窓ガラスなど）において使用することができる。例示的な
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ガラスラミネート構造体は、装飾的な物品（例えば、ピクチャーウインドウ、装飾的なカ
ウンタートップ、グラフィックアート、画像を保持する店頭ウインドウ、会社のロゴを保
持するディスプレイ、広告媒体、および／または任意の他の使用など）としても使用する
ことができ、この場合、画像を有する透明なラミネート構造体が望ましくあり得る。本明
細書において説明されるようなラミネート構造体は、様々な建築用途における建築用構造
部材として有用であり得る（例えば、窓ガラス、構造支持材、壁、階段、手摺り、パーテ
ィション、床、天井、およびドアなど）。輸送車両の任意の方法（空、レール、車輪、水
上など）においても、利用することができる。そのような車両において、例示的ラミネー
ト構造体は、風防、サイドウインドウ、外部または内部ライトカバー、車体パネル、フロ
ーリング、屋根（例えば、サンルーフ／ムーンルーフなど）、計器パネルカバーなどとし
て有用であり得る。当然のことながら、例示的ラミネート構造体は、家具、額縁、標識、
広告板、店頭ウインドウにおいて、アートワークとして、部屋もしくはオフィスには装飾
的なアクセサリーなどとして、有用であり得る。したがって、例示的ラミネート構造体は
、ガラスおよび／またはガラスラミネート構造体が用いられかつ当該構造体に表示される
かまたは観察される画像の機能的な使用により当該ガラスおよび／またはガラスラミネー
ト構造体が望ましくあり得るような、全てではなくてもほとんどの用途において有用であ
り得る。
【００４５】
　さらに、薄い化学強化されたガラスの導入は、そのようなガラスおよびそのようなガラ
スを含むガラスラミネート構造体の柔軟性、強度、および損傷抵抗性により、低温成形さ
れたラミネートを製造するための新しい機会を提供する。薄いガラスが圧力下において変
形し易いことを利用し、また、通常の温度において半剛性である熱可塑性中間層材料を使
用することによって薄いガラスラミネート構造体中にパターンを冷間成形することができ
、当該パターンは永久に当該構造体中に保持される。例示的な薄い化学強化されたガラス
（例えば、Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｇｏｒｉｌｌａガラスなど）は、上記において説明した冷間
成形プロセスによってそのようなガラスから作製されたラミネート内に、エンボス加工さ
れた認識可能なパターンを永久的に保有することができる。そのようなプロセスは、従来
のガラス形成プロセスにおける比較的高い温度に対し、比較的低い温度および圧力のオー
トクレーブプロセスを用いることができる。したがって、いくつかの実施形態において、
誘起された光学的歪みは、積層化プロセスの副産物であり得、それにより、結果として得
られるラミネート構造体は、それらを作製した化学強化されたガラスの構造特性および強
度を保持する。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、ガラスラミネート構造体を冷間成形する方法が提供され
る。当該方法は、２つの緩衝プレートと、当該２つの緩衝プレートの一方もしくは両方に
おける表面に接着された１つまたは複数の非変形性材料と、当該２つの緩衝プレートの間
に介在するガラスラミネート構造体とを有する多層構造体を組み立てるステップを含み、
この場合、当該ガラスラミネート構造体は、２つのガラスのシートと、当該２つのガラス
のシートの間に介在するポリマー中間層とを含み、当該１つまたは複数の非変形性材料は
、あるパターンを形成する。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体をオートクレ
ーブ内に配するステップ、ならびに当該組み立てられた構造体を、所定の圧力において、
所定の期間、当該ポリマー中間層の軟化点を約５℃から１０℃上回る温度に加熱すること
によって当該オートクレーブ内において当該ガラスラミネート構造体を冷間成形するステ
ップを含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体を当該オートクレーブから取
り出すステップならびに当該緩衝プレートおよび１つまたは複数の非変形性材料の間から
当該ガラスラミネート構造体を取り出すステップも含み、この場合、当該１つまたは複数
の非変形性材料によって形成されたパターンは、当該ガラスラミネート構造体の厚さにお
ける変化の関数として当該ガラスラミネート構造体に転写される。いくつかの実施形態に
おいて、当該緩衝プレートは湾曲させることができ、当該取り出されたガラスラミネート
構造体は、当該１つまたは複数の非変形性材料によって形成されたパターンと当該緩衝プ
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レートの湾曲の両方を含むことができる。他の実施形態において、ガラスシートの一方ま
たは両方は、化学強化されたガラスまたは化学強化されていないガラスであり得る。第一
および第二ガラスシートの例示的な厚さは、これらに限定されるわけではないが、約２．
１ｍｍ超えない厚さ、約１．５ｍｍを超えない厚さ、約１．０ｍｍを超えない厚さ、約０
．７ｍｍを超えない厚さ、約０．５ｍｍを超えない厚さ、約０．３ｍｍから約２．１ｍｍ
までの範囲内の厚さ、約０．３ｍｍから約１．０ｍｍまでの範囲内の厚さ、約０．３ｍｍ
から約０．７ｍｍまでの厚さ、および約０．５ｍｍから約０．７ｍｍまでの厚さ、であり
得る。いくつかの実施形態において、第一および第二ガラスシートの厚さは異なっていて
もよく、および／または第一および第二ガラスシートの組成は異なっていてもよい。例示
的ポリマー中間層材料は、これらに限定されるわけではないが、ポリビニルブチラール（
ＰＶＢ）、ポリカーボネート、防音性ＰＶＢ、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、熱可塑性
ポリウレタン（ＴＰＵ）、イオノマー、熱可塑性材料、ポリウレタン、加硫ゴム、ポリエ
ステル材料、イオノマー、フェノール－ホルムアルデヒド、尿素－ホルムアルデヒド、エ
ポキシ樹脂、ポリイミド、メラミン樹脂、エステル、ポリシアヌレート、エステル、樹脂
、エポキシ、架橋ポリマー、強化ポリマー性材料、２成分エポキシ、２成分ウレタン、２
成分アクリル樹脂、２成分シリコーン、湿気硬化型ウレタンおよびエポキシ、フェノール
樹脂、ノボラック、メラミンホルムアルデヒド、アルキド、不飽和ポリエステル、ポリイ
ミド、ポリアミド、光硬化性または電子ビーム硬化性ポリマー、ならびにそれらの組み合
わせであり得る。いくつかの実施形態において、当該２つの緩衝プレートのそれぞれは、
ガラス、ソーダ石灰ガラス、強化ガラス、セラミック、金属、およびそれらの組み合わせ
からなる群より選択される材料を含む。別の実施形態において、当該方法は、組み立てら
れた構造体を所定の真空レベルにおいて真空バッグまたは真空リング内に配するステップ
、ならびに当該組み立てられた構造体を、３０ｐｓｉ（約２０７ｋＰａ）と２００ｐｓｉ
（約１．３７９ＭＰａ）の間の圧力で、３０分間から２００分間までの間のソーク時間に
おいて、当該中間層の軟化点より約５℃から１０℃高い温度に晒すステップを含み得る。
これらの圧力および時間は、当然のことながら、例示的なものであり、本明細書に添付さ
れるクレームの範囲を限定するものではない。別の実施形態において、当該ガラスラミネ
ート構造体は、１ｍ２を超える面積を有し得る。いくつかの実施形態において、当該アセ
ンブリはさらに、２つ以上の非変形性材料を含み、この場合、当該２つ以上の非変形性材
料のうちの少なくとも２つにおけるパターンは異なっており、当該ガラスラミネート構造
体に転写されたパターンは、当該２つ以上の非変形性材料のパターンの組み合わせである
。
【００４７】
　別の実施形態は、ガラスラミネート構造体を冷間成形する方法を提供することを含む。
この方法は、２つの緩衝プレートと、当該２つの緩衝プレートの間に介在するガラスラミ
ネート構造体とを有する多層構造体を組み立てるステップを含み、この場合、当該ガラス
ラミネート構造体は、２つのガラスのシートと当該２つのガラスのシートの間に介在する
ポリマー中間層とを含み、当該２つの緩衝プレートの一方または両方は、それらの上また
は中に形成されたパターンを含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体をオー
トクレーブ内に配するステップ、ならびに当該組み立てられた構造体を、所定の圧力にお
いて、所定の期間、当該ポリマー中間層の軟化点を約５℃から１０℃上回る温度に加熱す
ることによって当該オートクレーブ内において当該ガラスラミネート構造体を冷間成形す
るステップも含む。当該方法はさらに、当該組み立てられた構造体を当該オートクレーブ
から取り出すステップならびに当該緩衝プレートの間から当該ガラスラミネート構造体を
取り出すステップを含み、この場合、当該緩衝プレートの一方または両方の中または上に
形成されたパターンは、当該ガラスラミネート構造体中の厚さの変化の関数として当該ガ
ラスラミネート構造体に転写される。いくつかの実施形態において、当該緩衝プレートは
湾曲させることができ、当該取り出されたガラスラミネート構造体は、当該緩衝プレート
の一方または両方によって形成されたパターンおよび当該緩衝プレートの湾曲の両方を含
み得る。他の実施形態において、ガラスシートの一方または両方は、化学強化されたガラ
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スまたは化学強化されていないガラスであり得る。第一および第二ガラスシートの例示的
な厚さは、これらに限定されるわけではないが、約２．１ｍｍ超えない厚さ、約１．５ｍ
ｍを超えない厚さ、約１．０ｍｍを超えない厚さ、約０．７ｍｍを超えない厚さ、約０．
５ｍｍを超えない厚さ、約０．３ｍｍから約２．１ｍｍまでの範囲内の厚さ、約０．３ｍ
ｍから約１．０ｍｍまでの範囲内の厚さ、約０．３ｍｍから約０．７ｍｍまでの厚さ、お
よび約０．５ｍｍから約０．７ｍｍまでの厚さ、であり得る。いくつかの実施形態におい
て、第一および第二ガラスシートの厚さは異なっていてもよく、および／または第一およ
び第二ガラスシートの組成は異なっていてもよい。例示的ポリマー中間層材料は、これら
に限定されるわけではないが、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、ポリカーボネート、防
音性ＰＶＢ、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、イオノ
マー、熱可塑性材料、ポリウレタン、加硫ゴム、ポリエステル材料、イオノマー、フェノ
ール－ホルムアルデヒド、尿素－ホルムアルデヒド、エポキシ樹脂、ポリイミド、メラミ
ン樹脂、エステル、ポリシアヌレート、エステル、樹脂、エポキシ、架橋ポリマー、強化
ポリマー性材料、２成分エポキシ、２成分ウレタン、２成分アクリル樹脂、２成分シリコ
ーン、湿気硬化型ウレタンおよびエポキシ、フェノール樹脂、ノボラック、メラミンホル
ムアルデヒド、アルキド、不飽和ポリエステル、ポリイミド、ポリアミド、光硬化性また
は電子ビーム硬化性ポリマー、ならびにそれらの組み合わせであり得る。いくつかの実施
形態において、当該２つの緩衝プレートのそれぞれは、ガラス、ソーダ石灰ガラス、強化
ガラス、セラミック、金属、およびそれらの組み合わせからなる群より選択される材料を
含む。別の実施形態において、当該方法は、組み立てられた構造体を所定の真空レベルに
おいて真空バッグまたは真空リング内に配するステップ、ならびに当該組み立てられた構
造体を、３０ｐｓｉ（約２０７ｋＰａ）と２００ｐｓｉ（約１．３７９ＭＰａ）の間の圧
力で、３０分間から２００分間までの間のソーク時間において、当該中間層の軟化点より
約５℃から１０℃高い温度に晒すステップを含み得る。これらの圧力および時間は、当然
のことながら、例示的なものであり、本明細書に添付されるクレームの範囲を限定するも
のではない。別の実施形態において、当該ガラスラミネート構造体は、１ｍ２を超える面
積を有し得る。いくつかの実施形態において、当該２つの緩衝プレートのパターンは異な
り得、当該ガラスラミネート構造体に転写されたパターンは、当該２つの緩衝プレートの
パターンの組み合わせであり得る。
【００４８】
　この説明は多くの詳細を含み得るが、その一方で、これらは、それらの範囲の限定とし
て解釈されるべきではなく、むしろ、特定の実施形態に特異的であり得る特徴の説明とし
て解釈されるべきである。個別の実施形態との関連においてこれまで説明してきたある特
定の特徴も、単一の実施形態における組み合わせにおいて実践することもできる。これと
は逆に、単一の実施形態との関連において説明した様々な特徴も、複数の実施形態におい
てまたは任意の好適な部分的組み合わせにおいて実践することができる。さらに、特徴は
、ある特定の組み合わせにおいて機能するように上記において説明され得、ならびにその
ようなものとして最初に権利請求され得るが、場合によって、権利請求された組み合わせ
のうちの１つまたは複数の特徴を当該組み合わせから削除してもよく、ならびに権利請求
された組み合わせは、部分的組み合わせまたは部分的組み合わせの変形を対象とし得る。
【００４９】
　同様に、作業は、特定の順序において図面に表されているが、これは、望ましい結果を
達成するために、そのような作業が、図示された特定の順序または連続する順序において
実施されること、または示された全ての作業が実施されることが必要であると理解される
べきではない。ある特定の状況において、マルチタスク処理および並列処理が有利であり
得る。
【００５０】
　図１～６Ｃに例示される様々な構成および実施形態によって示されるように、薄いガラ
スラミネート構造体およびそのような構造体においてパターンを形成する方法に対する様
々な実施形態について説明してきた。
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【００５１】
　本開示の好ましい実施形態について説明してきたが、説明した実施形態は単なる例示で
あって、本発明の範囲は、等価物の全範囲が一致する場合に添付の特許請求の範囲によっ
てのみ定義されるべきであることは理解されたく、本明細書を熟読することにより、当業
者には多くの変形および変更が自然と思い浮かぶであろう。
【符号の説明】
【００５２】
　　２００　多層構造体
　　２１０、２１１　緩衝プレート
　　２１５、２１６、２２５、２２６　表面
　　２２０、２２１　ガラスシート
　　２２７　ガラスラミネート構造体
　　２３０　ポリマー中間層
　　２４０、２４１　非変形性材料
　　３００　非限定的なパターン

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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